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滞在施設の旅館業法の適⽤除外
（国家戦略特別区域法第13条）

八尾市

観光やビジネスの宿泊ニーズに対応
した新たな宿泊施設の提供が可能と
なる。

都道府県知事等の特定認定を受けた
場合、旅館業法の適用を除外する。

宿泊期間が１ヶ月未満の場合、旅館
業法が適用される。
＜適用による主な義務＞
・フロントの設置、宿泊者名簿の作成
・衛生管理、保健所による立入検査 など

特例措置前

特例措置

効 果

規制改革の内容 規制改革の概要

●条例で定める滞在期間：２泊３日以上

大阪府

＜事業の概要＞
国内外の旅⾏者やビジネス等の
多様な宿泊ニーズに対応

府33市町村
で実施

東京都大田区

大阪市

北九州市

新潟市

千葉市

寝屋川市
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起業時に必要となる各種申請は、関係

機関ごとに手続が必要であり、所在地も
異なるため、手間と時間がかかる

外国⼈を含めた起業・開業促進のための
各種申請ワンストップセンターの設置

（特区法第36条の２）
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規制改革の内容 規制改革の概要

公証役場

入国管理局都税事務所

税務署

法務局

公共職業安定所

労働基準監督署

年金事務所

東京圏
雇用労働

相談センター

ビジネス
コンシェルジュ

東京

起業に係る⼿続の関係機関

日本貿易振興機構（ジェトロ）本部7階（アーク森ビル）

・起業手続の負担の軽減
・外国人を含めた起業・開業の促進

起業時に必要な各種申請（定款認証、登

記、税務等）に関係する窓口を一か所に

集約し、各種手続きの相談・対応支援を

総合的に行うワンストップセンターを設置

可能に

効 果

開業に係る手続のワンストップ化
（東京圏の例）

地方出入国在留管理局

特例措置
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